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は
じ
め

に

　
大

乗
菩
薩
道
の

内
容
や

階
位
を

表
す
「

十
地
」

思
想
は

、

中
国
の

仏

教
界
に

お
い

て

は

『

般
若
経
』

、

『

本

業
経
』

、

と

く
に

『

十
地

経
』

の

訳
出
に

よ
っ

て

広
く
展
開
し
て

い

っ

た
。

特
に

南
北
朝
の

時
代
に

入

る

と
、

「

十
地
」

そ

の

も
の

の

内

容
の

み

な
ら
ず

、

「

十
住
」

「

五

忍
」

「

法

身
」

「

頓

悟
」

な
ど

の

概
念
と

の

関
係
に
つ

い

て

も
大
い

に

議
論
さ

れ

た

こ

と

は

諸

文

献
よ

り
明

ら

か

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

議
論
を

通

じ

て
、

「

十
地
」

と

は

「

仏
性
」

＝

乗
」

な
ど

と

同

様
に

当
時
の

仏
教
界

が

関

心
を

寄
せ

た

核
心

的
な

概
念
の
一

つ

で

あ
っ

た
こ

と
が

知
ら

れ

よ

う
。

そ

の

方
向
を

決
定
づ

け
た

の

が
、

『

十
地

経
論
』

の

訳
出
（

五
一

六

年
）

以

後、

隆
盛
す
る

地

論
宗
で

あ

り、

か

れ

ら
の

「

十
地
」

思

想
は

主

流
に

な
っ

て

ゆ

く
。

と

こ

ろ

が
、

そ
れ

以
前
の

中
国
仏
教
界
に

お

け

る

「

十
地
」

に

対
す
る

理

解
に
つ

い

て
、

現
存
す
る

資
料
か

ら
は

そ

の

全
貌
を
十

分
に

把
握
す
る
こ

と

は

困
難
で

あ
っ

た
。

本
論
文
は

、

近
時

公
開

さ

れ

る

に

い

た
っ

た

杏
雨

書
屋
蔵

『

不
知
題
仏

経
義
記
』

に

記
載

さ

れ
る

法
安
の

「

解
十
地

義
」

の

検
討

を

通
じ

て
、

南
朝
の

十

地
学
の

一

側

面
を
明
ら
か

に

し
よ

う
と

す
る

も

の

で

あ
る

。

　

内
容
の

検
討
に

先
立
ち

、

資
料
に

つ

い

て

少
し

く
紹
介
し

て

お

き

た

い
。

『

不

知
題
仏
経
義
記
』

は
、

『

敦
煌
秘
笈
』

影
片
冊
四
に

収
録
さ

れ

る

二

七

紙
の

写
本
で

あ
る

。

中
題

と

し
て

「

義
記
第
二
」

「

義
記

巻
第

三
」

「

義
記
第
四
」

「

義
記
巻
第
五
」

の

記
載
が

あ

る

が
、

経
題
と

第
一

巻
の

前
の

部
分
が

な
い

た

め
、

原
題
は

「

残

経
一

巻
」

と
し

か

記
さ

れ

て

い

な
い

。

本
発
表
で

検
討
す
る

法
安
の

「

解
十

地

義
」

は

「

義
記

第

二
」

に

出
る

が
、

同
巻
に

は

こ

の

他
に

「

治
城
智
順

法
師
解
三

宝

義
」

、

「

天
安
僧
鐘
法
師
解
一

乗
義
」

、

「

南

澗
恵
隆
法

師
解
一

乗

義
」

が

あ
る

。

他
の

巻
の

内
容
を

見
る
と

、

主
な

論
題
と

し
て

「

法
身
」

、

「

涅
槃
」

、

「

四

等
」

、

「

四

摂
」

、

「

浄
土
」

、

「

金
剛
心
」

、

「

六

通
」

、

「

二

諦
」

、

「

四

諦
」

、

「

三

乗
同

観
」

な
ど

が

あ

り、

か

な
り

幅
広
い

問

題
に

わ

た
っ

て

い

る

こ

と

が

注
目
さ

れ

る
。
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一

　
「

共
地
」

か

「

但
菩
薩
地
」

か

　

鳩
摩
羅
什
が
翻
訳
し

た

『

大
智
度
論
』

に
お
い

て
、

「

十
地
」

は
「

共

地
」

と
「

但
菩
薩
地
」

と
い

う
二

種
類
に

分
け
ら

れ

る
。

「

共
地
」

と

は
、

「

乾
地
」

よ

り
「

仏
地
」

ま
で

の

「

般
若
十
地
」

で

あ

り
、

「

但
菩
薩
地
」

と
は

、

「

歓
喜

地
」

よ

り
「

法
雲
地
」

ま

で

の

「

十

地
」

で

あ
る

。

こ

れ

ら

は
、

修
行
の

主

体
に

よ

る

分
類
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

「

共
地
」

は

凡
夫
と

聖

人
が

共
通
し

て

修

す
る

内
容
で

あ
る

の

に

対
し
て

、

「

但
菩

薩
地
」

は

た

だ

菩
薩
だ

け
が

修
す
る

も
の

で

あ
る
と
い

う
。

　

そ

の

「

十
地
」

に

つ

い

て
、

法
安
は

次
の

よ

う
に

概
述
し
た

。

十
地
者、

即
万

行
之
総
称
也

。

行
者

始
終、

凡
有
三

時
。

自
住
前
心

、

謂
之

凡
夫

。

凡
夫
有
二

種
。

初
十

心
以

前
為
外
凡
夫

。

第
二

十

心
為
種
性
地

、

第

三

十
心
為
解
行
地

。

此
二

地

通

為
内
凡

夫
也

。

登

六

住
以
上
、

是
謂
聖

人
。

智
周
徳
備、

謂

之

極
果

。

就
登

聖

土
、

未
至

極
果
以

還
、

制
為
十
地
。

（
羽

二

七
一

−
一

〇
）

　

こ

の

段
の

内
容
か

ら
、

次
の

こ

と

が

明
ら

か
に

な
る

。

ま

ず
、

法
安

の

い

う
「

十
地
」

に

は
、

広

義
の

「

十
地
」

と

狭
義
の

「

十
地
」

と
い

う
二

つ

の

意
味
が

あ
る

。

広
義
の

「

十
地
」

は
、

も
ろ

も
ろ

の

修

行
、

つ

ま

り

凡
夫
の

修

行
と

聖
人

の

修
行
を

含
む

の

に

対
し

て
、

狭

義
の

「

十

地
」

は

「

六

住
」

の

位
以

上

の

聖
人
の

修
行
に

限

ら

れ

る

も
の

で

あ
る

。

両
者
は

そ
れ

ぞ
れ
『

大
智
度
論
』

の

「

共
地
」

と

「

但
菩
薩
地
」

に

相
当
す
る

。

南
朝
十
地

学
の
一

側
面

（

張）

　

次
に

法

安
の

解

釈
で

注
目

す
べ

き

は
、

外

凡
・

内
凡
・

聖

の

三

位

説
、

初
十
心
・

第
二

十
心
・

第
三

十
心
の

三

十

心

説
、

種
性
地
・

解
行

地

の

「

般
若
十
地
」

説
を

取
り
入
れ
て

十
地

説
を

展
開
し

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

三

位
説
は

『

成

実
論
』

な
ど

に

見
え
る

概
念
で

、

主

に

阿
羅

漢
の

境
地
を

表
す
も

の

で

あ
る

。

三

種
の

十
心
は

そ

れ

ぞ

れ

十
信

、

十

住
、

十
廻

向
に

相

当
す
る

。

「

種
性

地
」

は

「

般
若
十
地
」

の

第
二

地

に

相
当
す
る

が
、

「

解
行
地
」

は
『

般
若
経
』

で

「

極
喜
地
」

の

前
の

境
地
で

あ
る
と

さ

れ

る
。

こ

こ

で

の

解
釈
か

ら

は

各
経
論
に

お

け
る

実

践
の

境
位
に

関
す
る

説

を
取
り
入

れ
、

そ

れ

を

華
厳
十
地

に

準
じ

て

位

置
づ

け
よ

う
と

す
る

法
安
の

意
向
が

看
取
さ

れ

る
。

こ

の

よ

う
な

傾

向

は

浄

影
寺
慧

遠
に

受

け
継
が

れ
、

『

大
乗

義
章
』

に

類
似

の

説
が

見
ら

れ

る
。

　

こ

の

よ

う
に

、

法
安
は

修
行
主

体
に

よ
っ

て

華
厳
十
地
を
聖
人
の

修

行
の

境
位
と

し

て

位
置
づ

け
た

が
、

そ
の

修
行
内
容
の

説
明
で

は

『

十

地

経
』

や

『

六

十

華
厳
』

に

依
拠
せ

ず、

『

勝

鬘
経
』

な

ど

を
依
用

す

る
こ

と

が
目

立
つ

こ

と

も

注
意
さ
れ

よ

う
。

例

え
ば

、

「

十
地
」

に

お

い

て

対
治
さ

れ
る

惑
を

説
明
す
る

際
、

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

有
十
階

故
、

言
有
十
地

。

何
以

言
之

。

行
者
之

惑、

大
判
有
三

。

一

者
罪
重

能
潤
悪

業
、

受
三

途
之
生

、

即

経
論

所
謂
見
諦

惑
也

。

二

者
次
重

能
潤
善

業、

能
受
人
天

之
生
、

即

経
論

所
謂

思

惟
惑
也

。

三

者
罪
軽
能
潤
変
易
之

生
、

即

「

勝
鬘
経
』

所
謂
無

明
住
地
惑
也

。

対
治
此

惑
、

必
資
明
解

。

惑
既

有
三
、

解
亦
如
之

。

（

羽
二

七
一

−
一

〇
）

四
九
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南
朝
十
地
学
の
一

側
面

（

張）

　
「

勝
鬘
経
』

の

説
に

よ

る

と
、

見
諦

惑
・

思
惟
惑
・

無
明
住
地
惑
は

、

そ
れ

ぞ

れ

「

学
道

凡
夫
」

、

「

有
学
聖

人
」

、

「

阿
羅
漢
」

の

対
治
す
る

煩

悩
で

あ
る

。

そ

う
す
る
と

、

こ

こ

で

の

華
厳
十
地
の

修
行
主

体
は

「

六

住
」

以

上

の

聖

人

で

あ
る
の

に

対
し

、

対
治
さ

れ

る

惑
は

見
諦
惑
と
い

う
凡

夫
の

対
治
す
る

対
象
を
も

含
む

と
い

う
、

一

見

す
る

に

不
一

致
が

生
じ

て
い

る
。

　

周

知
の

よ

う
に

、

「

十
地
」

に

は
「

華
厳
十
地
」

以
外
に

も
、

「

本
生

十
地
」

「

般

若
十

地
」

「

本
業
十

地
」

な
ど
が

あ
る

。

『

六

十
華

厳
』

の

訳
出
に

よ
っ

て
、

「

華
厳
十
地
」

が

「

十
地
」

説
の

完
成
し

た

形

態
と

し
て

確
立
さ

れ
つ

つ

あ
っ

た

も
の

の
、

南

北
朝
時
代
に

は
、

他
の

十
地

説
と

関
連

付
け
て

「

華
厳
十
地
」

を

解
説

す
る

の

は

常
で

あ
っ

た
。

前

に

見
た
と
お

り
、

法
安
も

「

十

住
」

説

を

取
り
入
れ

「

華
厳
十
地
」

の

内
容
を

説
明
し

て

い

る
。

ま
た
、

法

安
が
い

う
「

十

地
」

は

広
義
と

狭

義
の

両

義
が

あ

り
、

広

義
の

「

十

地
」

は

凡
夫
と

聖

人
の

あ
ら

ゆ
る

修

行
を
意

味
す
る
の

で
、

見
諦
惑
・

思

惟
惑
・

無
明
住
地

惑
を

対
治
す
る

こ

と

は

当
然
な
こ

と
と
し

て

受
け

止
め

ら
れ

て

い

た

の

で

あ
ろ

う
。

法

安
は

「

華

厳
十
地
」

の

菩
薩
修
行
の

特
殊
性
を

意
識
し

な
が

ら
、

そ
れ

が
仏
教
実
践
と

し
て

の

普
遍
性
を
有
す
る

こ

と

も
強
調
す
る
の

で

あ
る

。

『

大
智
度
論
』

の

「

共
地
」

と
「

但
菩
薩
地
」

と
い

う
分
類
か

ら

見
れ

ば
、

形

式
上

、

「

華
厳

十
地
」

は

菩

薩
の

十

地
で

あ
る

た

め

「

但

菩
薩

地
」

と

な
る

が
、

内
容
上

は
、

阿

羅
漢
な
い

し

凡

夫
の

煩
悩
を

も
対
治
す
る

た

め

「

共
地
」

と
も
い

え
よ

う
。

二

　

十
地
と

四

忍

五

〇

　
修
行
者
の

実

践

境
位
と

し

て

の

「

十
地
」

は
、

修
行
者
が
如
何
に

煩

悩
を
克
服
す
る

か

を

表
す
も
の

で

あ
る

と

同
時
に

、

修
行
者
が

如
何
に

悟
り
を
証
す
る

か

を

も

表
す
も
の

で

あ
る

。

そ

の

悟

り
を
表
す
概

念
と

し

て

「

三

忍
」

・
「

四
忍
」

・
「

五

忍
」

と

い

う
説
が
経

論
に

頻
出

す
る

。

例

え
ば

、

鳩
摩
羅

什
の

訳
出
し
た

『

仁
工

般
若
経
』

に
は

、

伏
忍
・

信

忍
・

順
忍
・

無
生

法
忍
・

寂
滅
忍
と
い

う
「

五

忍
」

説
と

「

十

地
」

と

の

対
応
関
係
が

説
か

れ
て

い

る
。

た

だ

し
、

こ

こ

で

の

「

十
地
」

は

「

華

厳
十
地
」

も
「

般
若
十
地
」

も
含
む
も
の

で

あ
る

の

で
、

こ

の

対
応

関

係
は

「

華

厳
十
地
」

に

限

ら

な
い

。

『

六

十

華
厳
』

の

中
に

「

順

忍
」

と
「

無
生

法
忍
」

と
「

十
地
」

と

の

関
係
に

言
及
し

て

い

る
。

つ

ま

り
、

菩
薩
は

第
六

地
で

「

順
忍
」

を

証
し

、

第
七

地
で

「

無
生

法
忍
」

を
得

て

第
八

地

に

入
る

と

い

う
。

た

だ

し
、

こ

こ

で

は
、

伏
忍

、

信
忍

、

寂

滅
忍
な

ど

に

は

言
及
し

て

お

ら

ず
、

「

忍
」

と

他
の

諸

「

地
」

と

の

関

係
に

つ

い

て

も
触
れ

る

と
こ

ろ

が

な
い

。

　

法
安
は

、

「

忍
」

を

依
忍
・

順

忍
・

無
生

法
忍
と

し
、

こ

れ

を

初
忍

（

下

品
・

中

品
・

上

品
）

、

中
忍
（

下
品
・

中
品
・

上

品）
、

上

忍
（
下
品
・

中

品
・

上

品
）

と
い

う
三

忍
九

品
に

分
け

、

さ
ら
に

、

こ

れ

を
そ

れ
ぞ

れ

「

十
地
」

の

中
の

九

「

地
」

に

対
応
さ

せ

る

の

で

あ
る

。

　
一
一

忍
中、

各

為
三

地
。

依
忍

下
品
為
初
地

、

中
品
為
二

地
、

上

品
為
三

　
地

。

順
忍
下

品
為
四

地
、

中
品

為
五

地、

上

品
為
六

地
。

無
生
法
忍
下
品
為
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八
地

、

中
品
為
九

地
、

下

品
為
十

地
。

（

羽
二

七
一

−
一

〇

〜
一

こ

　
さ

ら

に

ま

た
、

法
安
は

「

無
生
法
楽
忍
」

と
い

う
独
特
な
「

忍
」

説

を

提
出
し
、

そ

れ

を

第
七

地
で

得
た

智
慧
と

し
て

い

る
。

　
其
第
七
一

地
、

対
治
二

三

中
間
之

惑
。

二

三

中
間

之
惑

、

即
愛
楽
果
地
功

徳

　
之
情
也

。

治
此
惑
地
之

解
、

謂
之

無
生

法
楽
忍

。

謂
之

法
楽
者

、

後
所
治

便

　
名
也

。

体
深
於
順
忍

、

有
同
於
無
生、

故
複
以

無
生
言
之

。

（
羽
二

七
−
一
一
〉

　
「

忍
」

と

「

十
地
」

と

の

関

係
に

つ

い

て
、

法
安
は

「

忍
」

を

十
段

に

分
け、

そ

れ

ぞ

れ

「

十
地
」

と

対
応
さ

せ

る
。

こ

の

こ

と

は

『

仁
王

般
若
経
』

の

説
と

類
似
す
る

が
、

『

仁
王

般
若
経
』

の

「

五

忍
」

を
「

四

忍
」

に

変
え
た

の

は

法
安
の

特
色
で

あ
る

。

法

安
は

、

「

五

忍
」

の

中

の

「

伏
忍
」

（

地

前
の

境
位
）

と

「

寂
滅
忍
」

（
仏
の

境

位
）

を

排

除
し

、

新
た

に

「

無
生

法
楽
忍
」

を

加
え

て

い

る
。

こ

れ

は
、

ど

う
い

う
思
想

的
な
意
義
が

あ
る

の

か
。

「

無
生

法
楽
忍
」

は

果
地

の

功

徳
へ

の

執
着

を

対
治
し

、

無
生
を

証

す
る
こ

と
で

あ
る

。

こ

の

独

特
な

概

念
か

ら

は
、

法
安
の

般
若
空
観
を

重

視
す
る

立

場
が

窺
え
る

。

次
に

、

「

十
地
」

に

お

け
る

「

無
生

法
忍
」

の

位
置
づ

け
に
つ

い

て
、

各
経

論
に

種
々

の

説
が

あ

る
。

た

と
え
ば

、

『

大
智
度
論
』

は
、

菩
薩
は

「

初
地
」

で

「

無

生

法
忍
」

を

証
す
る

と
い

う
が

、

『

六

十

華
厳
』

は
こ

れ

を

第
七
地
の

境
位
と

し
、

『

仁
王

般
若

経
』

は

こ

れ

を

第
七

、

八
、

九

地
で

得
た

智

慧
で

あ
る

と

す
る

。

こ

れ
に

対
し
て

、

法
安
は

、

「

無
生

法

忍
」

を

第

八
、

九
、

十
地
の

境
位
と

す
る

の

で
、

「

無
生

法
忍
」

を

最

高
の

境

位

に

位
置
づ

け
た

姿
勢
が

浮
き
彫

り
に

な

る
。

南
朝
十

地
学
の
一

側

面
（

張
）

　
さ

ら

に
、

「

依
忍
」

と

「

順
忍
」

に

対

す
る

解
釈

も、

法

安
の

独

特

な

も
の

で

あ
る

。

法
安
の

解
釈
に

よ

れ

ば
、

初
の

三

地
の

修
行
者
は

指

導
者
に

依
っ

て

は

じ

め

て

真
理

を
証
す
る

こ

と

が
で

き
る

の

で
、

そ
の

境
位
は

「

依
忍
」

と
い

う
。

次
の

三

地
に

入
っ

て

は

じ
め

て

自
力
で

真

理

に

随

順
す
る

こ

と
が

で

き
る

の

で

「

順
忍
」

と

称

す
る

。

「

依
忍
」

そ

の

も
の

は
、

『

仁
王

般
若

経
』

と

『

六

十

華
厳
』

に

用
例

が

な

く
、

他
の

経
論
に

も

見
ら
れ

な
い

、

完
全
な

独
創
的
な

概
念
で

あ

る
。

ま

た

「

順
忍
」

に
つ

い

て

も
、

『

仁
王

般

若
経
』

と

『

六

十
華
厳
』

に

見
ら

れ

る

も
の

の
、

そ
の

内
容
は

法
安
の

解
釈
と

か

な

り
相
違
す
る

。

　
『

大

智
度
論
』

の

解
釈
に

よ
れ

ば
、

「

般
若
十
地
」

の

中
に

、

初

地
（
乾

慧
地
）

と

第
二

地
（

性
地
）

が

凡
夫
地

で

あ
り

、

そ
の

上

の

「

八

人
地
」

・

「

見
地
」

・
「

薄
地
」

・
「

離
欲
地
」

・
「

巳
作
地
」

が

声

聞
地

で

あ

り、

第

八
、

第
九

、

第
十

地
が

そ

れ

ぞ

れ

辟
支

仏
地

、

菩
薩
地

、

仏
地
で

あ

る
。

法
安
の

「

依
忍
」

と

「

順
忍
」

は

そ

れ

ぞ

れ

「

般
若
十
地
」

の

声

聞
地
と

辟
支
仏

の

境
位
を
彷
彿
さ

せ

る
。

法
安
は

「

華
厳
十
地
」

を

中

心
と

し

て

論
じ

て

い

る

が
、

常
に

他
の

十
地
を
意

識
し

て

解
釈
す

る

姿

勢
を

伺
わ
せ

て

い

る

こ

と

が

知
ら

れ

よ

う
。

三

　
頓
悟
と

十
地

　

十
地

説
は
、

菩
薩
が
如
何
に

修

行
を
通
じ

て

「

無
生

法
忍
」

を

証

得

し
、

仏
の

境
位
に

至

る

か

を

表
す
も
の

で

あ
る

。

よ

っ

て

そ

れ

は
、

一

種
の

漸
修
・

漸
悟
の

理
念
で

あ
る

と

い

え
よ

う
。

つ

ま
り

、

初
地
か

ら

五
一
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南
朝
十
地

学
の
一

側
面

（

張）

十

地

ま
で

の

修
行
は

あ
く
ま
で

も
一

種
の

歴

時

的
な
プ
ロ

セ

ス

で

あ

り
、

時
間
を

超
え
た

も
の

で

は

な
い

。

一

方
、

『

華
厳
経
』

の

「

初
め

に

発
心

す
る

と

き
、

直
ち
に

正

覚
を

成
就

す
る
」

と
い

う
有
名
な
こ

と

ば

が

表
す
よ

う
に
、

「

十
地
」

は

非
時
問

的
な
一

面
も
あ
る

た

め
、

頓

悟
と
も

無
縁
で

は

な
い

。

周

知
の

よ

う
に

、

五

世
紀
の

前
半
に

、

中
国

仏

教
界
に

お
い

て

は

「

小
頓

悟
」

と

「

大

頓
悟
」

を
め

ぐ
る

論
争
が

行

わ

れ

た
。

僧
肇
と

支
道
林
が

主
張
し
た

「

小

頓
悟
」

は
、

「

十
地
」

〔

『

卜

住
経
』

）

の

中
で

説
か

れ

る

第
七

地

に

い

た
っ

て

菩
薩
が

「

無
生

法
忍
」

を

証
得
し

悟
る

、

と
い

う
説
で

あ
る

。

こ

れ

に

対
し

て
、

鳩
摩
羅
什
と

道
生

が

主

張
し
た

「

大
頓
悟
」

は
、

菩
薩
は

ま
さ
に

第
十

地

に
い

た
っ

て

は

じ

め

て

悟
る

と
い

う
説
で

あ
る

。

そ

の

根
拠
は

、

悟
り
の

能
力
も

悟
り
の

対
象
も
分
割
で

き
な
い

も
の

だ

と

す
る

点
に

あ

る
と

さ

れ
る

。

　

法
安
の

「

解
十
地
義
」

の

中
に

お

い

て
、

「

頓
悟
」

と
い

う
概
念
は

直

接
に

は

表
れ
て

い

な
い

も
の

の
、

こ

の

よ

う
な
問
題
意

識
は

見
ら

れ
る

。

法
安
は
、

煩
悩
を
「

性
障
」

と

「

称
起
」

に

分
け

、

「

性
障
」

、

「

称
起
」

を

そ
れ
ぞ
れ

「

無
明
住
地
惑
」

と

「

四

住
地
惑
」

に

当
て

て

い

る
。

さ

ら

に
、

「

性

障
」

と

「

称
起
」

と

の

関
係
を

木
の

根
と

枝
、

水
と

波
と

の

関
係
で

比
喩
的
に

説
明
し

て

い

る
。

つ

ま
り

、

両
者
の

性
質
は

異
な

る

が
、

同

時
に
一

念
に

共

存
し

て

お

り
、

お

互
い

に

離
れ

て

い

な
い

。

両
者
は

共
存
す
る

以
上

、

断
滅
す
る

際
、

同
時
に

断
滅
す
る

か
ど

う
か

と
い

う
質
問
に

対
し
て

、

法
安
は

、

原

則
的
に

同
時
に

断
滅

す

る
と

答

え
る

。

な
ぜ

な

ら
ば

、

惑
を

断
滅
す
る
の

は
、

「

見
理
」

（
理
を

見
る
こ

と
）

　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

五
二

を

意
味
し

、

「

理
」

は

全
一

の

も
の

で

あ
る

た

め
、

智
慧
を
得
て

「

理
」

を

見
る
と

、

一

切
の

惑
を

断
滅
す
る
こ

と

を

意
味
す
る

か

ら
で

あ

る
。

こ

の

説
は

、

鳩

摩
羅

什
と

道
生

の

「

大
頓
悟
」

の

論
拠
に

類
似

す
る

。

　
「

小

頓
悟
」

の

根
拠
は

「

十
地
」

に

お

け
る

第
七

地
の

特
殊
的
な

位

置
づ

け
に

あ
る

。

つ

ま

り、

菩
薩
は

第
七

地
に

い

た
っ

て
、

「

無
生

法

忍
」

を

得
て
、

一

切
の

煩
悩
を
断
滅
し

、

徹
底
的
な

悟
り
を

証
得
す
る

と

さ

れ

る
。

『

六
十

華
厳
』

に

も
第
七

地
の

特
殊
性

が

説
か
れ

て

い

る
。

し

か

し
、

法
安
は

『

六

十
華
厳
』

の

意
に

反
し

て
、

第
七

地
の

菩
薩
が

証

得
す
る

の

は

「

無
生

法
忍
」

で

は

な

く
、

「

無
生

法
楽
忍
」

で

あ
る

と

主

張
す
る

。

惑

を

断
ず
る

方
面

か

ら

見
れ

ば
、

第
七

地
で

三

界
の

惑

は

す
で

に

存
在
し

な
い

が
、

「

称
起
」

の

余
習
が

ま

だ

残
さ

れ

て

お

り
、

第
八

地
に
い

た
っ

て

は

じ

め

て

こ

の

余
習

が

全
部
な

く
な

る

と

い

う
。

「

初

地
」

よ

り
「

第
六

地
」

ま
で

の

諸
地

に

は

「

称
起
」

の

惑
が

あ
る

の

で

「

穢
国
」

と

い

い
、

「

第
八

地
」

以
上

に

は

た

だ

法
身
だ

け
が

あ

る

の

で

「

浄
国
」

と
い

う
。

法
安
は
、

第
七

地
は

ま
さ
に

「

穢
国
」

よ

り
「

浄
国
」

へ

の

中

間
的
な

境
位
で

あ

る
、

と
主
張

す
る

。

『

華
厳
経
』

の

第
七

地
の

説
と

比
べ

る
と

、

法

安
の

解
釈
は

第
七

地
の

特
殊
性
を

否

定
し

、

そ

れ

を

格

下

に

位
置
づ

け
た
こ

と
が

わ
か
る

。

こ

れ

は
、

法

安

の

十
地
説
と

伝

統
の

「

小
頓

悟
」

と
の

決

定
的
な
相
違
で

も
あ

る

と
い

え
よ

う
。

　

法
安
は

、

第
七

地
よ

り
第
八

地
の

ほ

う
を

重

要

視
す
る

。

第
八

地

は
、

修
行
者
は

「

無
生

法
忍
」

を

得
て

「

浄
国
」

に

入
る
こ

と

を

意
味
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す
る

か

ら

で

あ
る

。

そ
う
す
る

と
、

第
八

地
が

「

頓
悟
」

の

境
位
と

位

置
づ

け
ら

れ
る
の

か

と

い

え

ば
、

そ

う
で

も
な
い

。

法
安
に

よ

れ

ば
、

第
八

地
に

は

「

称
起
」

が

す
で

に

な

く
な
っ

て

い

る

も
の

の
、

「

性
障
」

と

し

て

の

「

無
明
住
地

惑
」

が
な
お

残
さ

れ
て

い

る

た

め
、

そ
れ

は

完

全
な

悟
り
と
は

言
え
な
い

。

十
地

に

至
っ

て
「

金
剛
心
」

に

よ
っ

て
「

性

障
」

が
完
全
に

断
ず
る

と
い

う
。

　
「

十
地
」

を

「

心
」

の

立
場
よ

り
把
握
す
れ
ば

、

「

十
地
」

と

「

頓
悟
」

と

の

関
係
が
よ

り
い

っ

そ

う
明
ら

か

に

な

る
。

法
安
は

衆
生
の

「

心
」

を

＝

念
痴
心
」

、

「

初
無

漏
心
」

、

「

仏
心
」

に

分
け
て

い

る
。

コ

念

痴
心
」

は
一

切
の

煩
悩
を

備
え
て

い

る

が
、

修
行
に

よ
っ

て

「

初
無
漏

心
」

を

得
る

。

「

初
無
漏
心
」

は

智

慧
の

力
が

ま
だ

弱
い

の

で
、

単
に

「

称
起
」

な
ど

粗
い

煩
悩
を

断

ず
る

が
、

「

性
障
」

な

ど

細
か
い

煩

悩
を

断
ず
る
こ

と

が
で

き
な
い

。

「

仏
心
」

こ

そ
一

念
の

う
ち
に

「

十
地
」

の

す
べ

て

の

智
慧
を

円
に

備
え

、

「

称
起
」

も

「

性
障
」

も
断

ず
る

こ

と

が
で

き
る

、

と
い

う
。

こ

こ

で
、

＝

念
痴
心
」

、

「

初
無
漏
心
」

、

「

仏
心
」

は

そ
れ

ぞ
れ
凡
夫
の

心
、

第
九
地

ま
で

の

心
、

仏
地
の

金
剛
心
に

当
て

は

ま
る

と
い

え
よ

う
。

　

要

す
る

に
、

法
安
は
、

「

第
七

地
」

、

「

第
八

地
」

、

「

第
十
地
」

の

特

徴
の

分
析
を
通
じ

て
、

「

第
七

地
」

、

「

第
八

地
」

で
の

悟
り
を

否
定
し

、

第
十
地
で

の

悟
り
を

肯
定
し

て

い

る

立

場
を
明
ら

か

に

す
る

。

こ

れ

を

「

頓
悟
」

問
題

に

関
連
付
け
て

言
え
ば

、

法
安
は

基
本
的
に

鳩
摩
羅
什

、

道
生

の

「

大
頓
悟
」

の

立

場
に

近
い

が
、

僧
肇

、

支

道
林
ら
の

「

小
頓

南
朝
十
地
学
の
一

側
面
（

張）

悟
」

と

似
た

よ

う
な
一

面
も
兼
ね

備
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

四
　
ま
と

め

　
法
安
の

「

十
地
」

に

対
す
る

解
釈
は
、

主
に

三
つ

の

問
題

を

め

ぐ
っ

て

展
開
す
る

。

つ

ま
り

、

「

十
地
」

と

「

惑
」

（
煩
悩
）

と

の

関
係

、

「

十

地
」

と
「

忍
」

（
智
慧）

と

の

関
係

、

「

十
地
」

と

「

断

惑
」

（
悟
り

）

と

の

関
係
で

あ
る

。

　
「

解
十
地

義
」

に

お

け
る

法
安
の

「

十
地
」

説

に

二

つ

の

特
徴
が

挙

げ
ら
れ
る

。

一

つ

は
、

聖
人
の

実
践
に

よ
っ

て

十
地

の

法
を
解

釈
す
る

こ

と
で

あ
る

。

法
安
は

、

十
地
に

お

け
る

修
行
者
は
ど

の

よ

う
な
「

惑
」

を

克
服
し

、

ど

の

よ

う
な
「

忍
」

を

得
る

か

を
詳
細
に

説
明
し
な
が

ら
、

各
「

地
」

の

位

置
づ

け
を

確
認
す
る

。

こ

れ

は
、

『

六

十
華

厳
』

の

実

践
本
質
論
に

負
う
と

こ

ろ

が

大
き
い

が
、

修
行
経
験
に

よ
っ

て

経
論
を

理

解
す
る

と
い

う
当
時
の

風
潮
も

影
響
が

あ
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

も
う
一

つ

は
、

「

三

惑
」

説
、

三

位
説

、

三

種
の

十
心
説

、

「

五

忍
」

説
、

穢
国
・

浄
国
説
な

ど

を

も
っ

て

「

十
地
」

の

内

容
を

説
明
し

、

華
厳
十

地
に

よ

っ

て

他
の

行
位

説
を

統
合
し

よ

う
と

す
る

姿
勢
で

あ
る

。

当

時
、

修
行
の

境
位
に

つ

い

て

様
々

な

説
が

説
か

れ

る

が
、

各
説

が

お
互

い

に

ど
の

よ

う
に

対
応
す
る

の

か

は
、

仏
教
者
が

寄
せ

る

関
心

事
の
一

つ

で

あ
っ

た
。

法
安
の

「

十
地
」

説
は

「

華
厳
十
地
」

に

対
す

る

説
明

に

よ
っ

て
、

諸

説
を

序
列

化
し

よ

う
と

し

て

い

る
。

し
か
し

、

当
時

、

小

乗
と
大
乗
の

経
論
を
序
列
化
す
る

教
判
論
は

ま
だ

充
分
に

展

開
さ

れ

五

三
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南
朝
十
地

学
の
一

側
面

（

張）

て

い

な
い

た

め
、

法
安
の

説
に

は

小
乗
と

大
乗
が

混
在
す
る
と
い

う
矛

盾
を

含
む

面
も
あ
る

こ

と

は

事
実
で

あ
る

。

　
〈

参
考
文
献
〉

　
水
野

弘

元

「

菩
薩
十
地

説
の

発
展

に
つ

い

て
」

、

『

印
度
学
仏
教
学
研
究』

一

　
　
−

二
、

一

九

五
三

年
。

　
山
田

龍
城
『

大
乗
仏

教
成
立

論
序

説
』

、

平
楽
寺
書
店、

一

九
五

九

年
。

　
平
川

　
彰
「

地
の

思
想
の

発
達
と
三

乗
共
通
の

地
」

、

『

印
度
学
仏
教

学
研
究
』

　
　
十
三

　
二
、

一

九
六

五

年
。

　
荒
牧

典
俊
「

十
地
思
想
の

成
立

と

展

開
」

、

『

華
厳
思

想
』

（
新
装
版
・

講

座

　
　
大
乗
仏

教
3
）

、

春
秋

社、

一

九
八

三

年
。

　
池
田

宗
譲
「

南
朝
仏
教
に

お
け
る

十
地

学
の

傾
向
」

、

『

山

家
学
会
紀
要』

通

　
　
号
三
、

二

〇

〇
〇

年
。

　
（

本
論
文
は

、

中
国

教
育
部

人
文
社
会

研
究
プ
ロ

グ

ラ

ム

「

日

本
当

代
的

中

　
国
仏
教
研
究
」

（

＝
二

YJA

七
三

〇

〇

〇

五
）

の

成
果
の
一

部
分
で

あ
る

。

）

　
〈

キ
ー

ワ

ー
ド

〉

　

南
朝、

十
地
、

法
安、

『

敦
煌
秘
笈
』

　
　
（
中
国
人
民
大
学
仏

教

与
宗
教

学
理
論

研
究
所
助
教

授
・

博
十

（
文
学）
）

　

　
　

新
刊
紹
介

大
内

　
文
雄

　
著

五

四

南
北
朝
隋
唐
期
佛
敏
史
研
究

A
五

判
・

五
一

六

頁
・

本
体
価
格
一

一
、

○
○

○

円

　
　

　
　
　
　

　
　

法
藏
館
・

二

〇
一

三

年
三

月
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